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入院拒否に対する医師の説明義務

　甲病院院長ですが、当院の外来患者Ａの入院拒否について相談します。

　Ａは、動悸、息切れなどの症状を訴えて当院外来を受診しました。当院のＢ医師は、診察と

検査の結果、うっ血性心不全を起こしており、大動脈弁閉鎖不全症（AR）などの重大な心疾

患が疑われる状況だと判断し、入院精査を勧めました。しかし、Ａは「仕事が忙しい時期なので、

今は入院できない」「自覚症状も治まっているので、入院は１ヵ月間だけ待って欲しい」と言

って入院しません。

　院内の検討会では、Ｂは「Ａを強制的に入院させることはできないので、１ヵ月だけ待ちま

す」と言っていますが、私は院長として危惧を感じています。

質問１　１ヵ月待っているうちに、Ａが心臓病で急死した場合、当院は、法的責任を問われま

すか。

質問２　当院では、今後ともＡに早期入院を勧めたいと思いますが、どのような手段をとるべ

きでしょうか。

　患者が自己決定権を適切に行使するためには、医師から適切な説明を受ける必要があります。

特に、ARは、突然死のリスクが高い病気ですから、医師は、その情報を正確に患者に提供し、

患者が適切な選択をするよう説得する義務があり、患者が不適切な選択をした場合には、医師

の説明義務違反が疑われる恐れがあります。

＜質問１への回答＞

過去の裁判例では、ARの患者が医師の検査入院の勧めに応じず、入院しないまま急死し、

遺族が病院に損害賠償請求訴訟を提起した事件において、裁判所が医師の説明が不十分だ

ったと判断し、説明義務違反により病院敗訴の判決をした例があります（参考裁判例参照）。

従って、本件においても、「入院を待ってくれ」という話を信じて漫然と１ヵ月も待つこ

とは大変危険であり、もし、Ａが心臓病で急死した場合には、裁判所から損害賠償を命じ

られる可能性を否定できません。

＜質問２への回答＞

対策１：患者が入院を拒絶する場合の対策として、①早期入院の必要性を記載した文書（「入

院勧告書」）を用意し、Ａと家族を呼んで医師が説明すること、②その様子を録音・録画

しておくことをお勧めします。

多くの病院では、看護師が立ち会って記録することが一般的ですが、裁判になると、原告

に不利な記録については、「裁判になってから作成した」とか「偽造・変造した」などと

主張されるので、決定的な証拠にはなりません（参考裁判例の事件でも、遺族が同様の主

張をしています）。

しかし、入院勧告書と録音録画は、後日、裁判になった場合、病院が十分な説明をしたこ

とを証明する決定的証拠となります。

対策２：対策１を行っても、Ａと家族が入院を拒絶する場合には、自分の意思で拒絶した

ことを明記した「免責証書」にＡと家族のサインを求めることをお勧めします。これにサ

インしてまで、入院を拒絶することは、相当の覚悟が必要ですから、拒絶を断念させる効

果が期待できます。また、Ａが最後まで入院を拒絶したまま死亡した場合でも、免責証書

があれば、遺族が病院に責任転嫁することはできません。

免責証書の書式は、最新・医事紛争Q＆A第16回「患者の診療拒否への対応」（北海道医報

第1152号掲載）で紹介しています。
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医師：参考裁判例の事件では、裁判所は「初診時の

診察所見から医師がARと診断し、確定診断のため

には入院精査が必要と判断して患者に入院を勧め

た」とまで認定しながら、結論としては、患者が入

院しなかった点において医師に説明義務違反があっ

たと判断して、被告病院に多額の損害賠償を命じて

います。

しかし、悪いのは入院を断った患者のはずなのに、

断られた医師の責任だという結論は、医師として全

く納得できません。

弁護士：そうでしょうね。この判決では、患者の入

院拒否の原因は「心臓疾患はあるがそれほど重篤で

はないと誤解しており、この誤解を前提として仕事

を休むわけにはいかないと考えて、入院拒否をした

のだ」と判断し、このような患者の誤解を解くため

に医師は、突然死の危険があることを説明し、例え

ば、８月に夏休みを取って入院するよう提案すると

か、患者の家族を呼んで病状を説明し、患者の説得

に協力を求めるなどの工夫と努力をすべきだったの

に、それを怠った点が説明義務違反だと認定してい

ます。

医師：しかし、それは、単なる結果論であり、患者

が入院拒否という愚かな選択をした責任を医師に押

し付けているだけではないでしょうか。

弁護士：そうとも言えます。しかし、裁判官にとっ

て、常に、病院は強者であり患者や遺族は弱者です。

まして、この法廷には愚かな選択をした患者はおら

ず、夫や父を失った遺族が救済を求めているのです

から、裁判官が「何とか医師の落度を見つけて哀れ

な遺族に賠償金を与えたい」という心理に陥ること

も、人間として無理はありません。

医師：なるほど。それなら、我々は、裁判官の心理

も理解して、対策を講じる必要がありますね。

弁護士：その通りです。質問２への回答は、私なり

の対策の提案ですが、これがすべてではなく、症例

に応じた創意工夫が必要です。

医師：さっそく当院でも、入院勧告書や録音録画、

免責証書を取り入れたいと思います。

 参考裁判例

東京地裁平成18年10月18日判決

年　月　日 裁判所が認定した事実経過

昭和37年６月４日 大動脈弁狭窄症と診断される。（満８歳）

昭和43年９月 大動脈弁狭窄症の手術のため入院するも、手
術はされないまま、同年10月26日に退院した。

平成12年５月ころ 労作時の息切れが生じ始める

平成12年６月ころ 階段を下りる際に苦しそうにし、かつ、足の
むくみがひどくなったように感じた。

平成12年６月15日 妻から病院に行くように促されるも、Ａは当
初これを拒否していたが、その後Ｂ医院を受
診。検査の結果、肝腫大が認められたため、
担当医Ｃを通じて被告病院（Ｄ病院）外科を
紹介。診療情報提供書には「肝、胆のう腫瘍
の疑い」と記載されていた。

平成12年６月16日 被告病院を初診。

平成12年６月20日
～ 27日

被告病院外科のＥ医師により、血液検査、エコ
ー検査及びCT検査実施。T-Bil値2.1mg/dl（基
準値は0.1～0.2）、LDH587IU（基準値は140
～360）であり、エコー検査の結果からは肝
臓や胆のうに著明な異変はないが、CT写真
上著明な心肥大の初見が見られたことから、
うっ血性心不全との診断が下された。

平成12年６月30日 Ｅ医師から被告病院内科の循環器専門医であ
るＦ医師を紹介。胸部Ｘ線検査及び心電図検
査実施。

平成12年７月１日
（被告病院内科受
診１回目）

Ｆ医師初診。胸部Ⅹ線写真上心胸郭比68.8％
であり、肺うっ血も見られた。また、心電図所
見上、左室肥大に加えて心筋障害が見られ、
かつ、巨大陰性Ｔ波の所見及び第１度房室ブ
ロックの初見を認めた。
Ｆ医師は、Ａに対し、自覚症状の有無や階段
昇降時の問題等を聞いたが、いずれも問題が
ないと回答。Ｆ医師は、客観的所見と聴取内
容が矛盾することを指摘したが、Ａの発言内
容は変わらなかった。
Ｆ医師は上記の所見と聴診の結果から、大動
脈閉鎖不全症であると診断し、安静にしてい
ないと突然死の危険もあると考えたが、確定
診断をするためには、なお客観的な検査を要
すると判断した。Ｆ医師はⅩ線写真や心電図
を示し、Ａの病変が大動脈弁閉鎖不全症によ
るうっ血性心不全であり、即日入院して精査
する必要があることを説明したが、Ａは自身
が役員を務める会社の上場準備等で多忙であ
ることを理由に、仕事を休むことはできない
ため入院できないとして拒否した。同日の診
療録の記載上「入院精査を！（拒否）（多忙）」
との記載がある。

平成12年７月３日 経過を心配したＦ医師がＡの勤務先に電話
し、自覚症状の有無を尋ねたが、Ａは改善し
た旨を回答した。Ｆ医師は可及的速やかに原
告から入院の承諾を取りたいと考え、Ａに来
院を促した。

平成12年７月６日
（被告病院内科受
診２回目）

心エコー検査実施。Ｆ医師の問診に対し、Ａ
は気分的には改善しており楽になったと回
答。しかし、聴診した結果、第二肋骨間胸骨
左縁に大動脈弁不全雑音を認め、さらに下肢
に浮腫が見られたため、Ｆ医師は再度入院精
査を勧めたが、前回同様の理由で拒否した。

平成12年７月22日 胸部Ⅹ線検査実施。下肢の浮腫は改善。

平成12年７月29日 同月22日に撮影した胸部Ⅹ線写真の所見が従
前と変化していないことを確認した。

平成12年８月26日
（受診５回目）

問診に対し、Ａは気分良好であると回答した。
経過観察とし、次回来院は９月30日となった。

平成12年９月２日 自宅で倒れているＡを妻が発見した。
同日夕刻、Ａは死亡した。

亡Ａの妻（原告）が、Ａが大動脈弁閉塞不全症及びうっ血性心

不全により死亡したことに関して、被告病院が速やかに治療を

開始しなかったこと、Ａ及び妻に対してＡの入院の説得をしな

かった過失を主張し、損害賠償請求をした。

裁判所は、被告病院がＡに対して自身の病状に対する誤解を解

くために適切な説明をすべき義務を果たしていないとして過失

を認定し、被告病院に対し、損害賠償として遅延損害金６年分

を含めた7,800万円の支払いを命じた。

敗訴した被告が控訴したが、高裁で和解が成立した。

質疑応答


